
三

時

教

判

の

展

開

楠

淳

讃

法
相
宗

の
三
時
教
判
は
、
仏
陀

一
代
の
説
法
を
三
分
し
た
も
の
で
、

イ
ソ
ド
の
戒
賢
論
師
の
三
時
説
を
淵

源

に
、
慈
恩
大
師
基

(六
三
三
-

六
入
三
)
が

『
解
深
密
経
』
の

「無
自
性
相
品
」
に
基
づ
い
て
立

て
た

も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
。

唯
識
思
想
は
、
イ
ソ
ド

・
中
国

・
日
本
と
展
開
す
る
中
で
種
々
の
異

解
を
生
ん
だ
。

こ
れ
は
、
唯
識
と
い
う
思
想
に
真
実
を
追
求
す
る
傾
向

が
強
く
み
ら
れ
た
た
め
で
、
三
時
教
判
も
ま
た
、
異
義

・
異
説
を
生
ん

だ
も
の
の

一
つ
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
慈
恩
所
立
の
三
時
教
判
と
は
、
簡
単
に
言
う
と
、
仏
陀

一
代
の
教
法
を
初
時
有
教
、
第

二
時
空
教
、
第
三
時
中
道
教
の
三
種
に

分
類
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
法
相
宗
所
依
の
経
典
の

一
つ
で
あ

る

『
解
深
密
経
』
に
、
「初

に
一
時

に
声
聞
乗

の
者

の
た
め
に
四
諦

の
相

に
ょ

っ
て
教
え
を
説
く
」
「
昔
第
二
時
に
大
乗
の
者
の
た
め
に
隠

密

の

相
を
も

っ
て
教
え
を
説
く
」
「今
の
第
三
時
に
す
べ
て
の
者
の
た

め

に

(1
)

顕
了
の
相
を
も

っ
て
教
え
を
説
く
」
と
、
三
種

の
転
法
輪

の
相
が
示
さ

れ
て
い
た

こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
教
説

の
内
容
に
基
づ
く
三
時
の
区

分
と
、
そ
れ
が
初

・
昔

・
今
と
年
月
を
お

っ
て
説

か
れ
た
こ
と
を
こ
の

経
典
は
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
慈
恩

は
ま
ず

『
成
唯
識
論

述
記
』
に
お
い
て
、

此
約
一一機
理
一漸
教
法
門
以
弁
三三
時
叩
若
大
由
レ
小
起
。
即
有
二
一三
時
年
月
前

(2
)

後
叩
解
深
密
経
説
三唯
識
一是
也
。

と
い
っ
て
、
年
月
の
義
に
基
づ
く
三
時
の
区
分

を
明
ら
か
に
し
た
。
し

か
し
、
慈
恩
の
三
時
教
判
が
年
月
の
三
時
の
み
に
終
始
し
な
か

っ
た
こ

と
は
、
更
に

『
大
乗
法
苑
義
林
章
』
等
に
、

四
阿
笈
摩
等
是
初
時
教
。
諸
説
空
教
是
第
三
時
教
。
以
二隠
密
言
一総
説
二諸
法

無
自
性
叩
故
華
厳
深
密
唯
識
教
等
第
三
時
。
以
二
顕
了
言
一説
一二
三
無
性
非
空

(3
)

非
有
中
道
教
一故
。

と
い
っ
て
、
仏
陀
所
説
の
教
を
類
別
整

理

し

て

(義
類
相
従
)
三
時
と

し
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
慈
恩

の

「
義
類
相
従
」
の
立

場
は
、
『阿
弥
陀
経
通
賛
疏
』
に

第
二
応
理
円
実
宗
判
教
者
。
即
那
欄
陀
寺
有
論
師
名
戒
賢
。
依
弥
勒
菩
薩
為

宗
主
判
教
為
三
時
。
一
有
教
。
…
…
三
空
教
。
…
…
三
非
有
非
空
教
。
…
…

印
度
學
佛
教
學
研
究
第
三
十
七
巻
第

一
號
 
昭
和
六
十
三
年
十
三
月
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三
時
教
判
の
展
開
 (楠
)

(4
)

戒
賢
将
時
就
教
判
為
正
。

と
自
ら
記
し
て
い
る
の
で
、
護
法

の
弟
子
で
あ

っ
た
イ
ソ
ド

・
ナ
ー
ラ

ソ
ダ
寺

の
戒
賢
論
師
の
三
時
説

の
影
響
を
受
け
た
も

の
と
考
え
て
よ
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
年
月
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
義
類
相
従
を
も

っ
て
し
た
慈

恩

の
三
時
教
判
に
対
し
て
、
唯
義
類

の
説
を
明
確
に
主
張
し
た
の
が
慈

恩
と
同
門

の
円
測

(六
一
三
ー
六
九
六
)
で
あ

っ
た
。
彼
は

『
解
深
密
経

疏
』
に
お
い
て
、

三
時
所
説
教
者
約
二義
浅
深
広
略
義
一説
。
非
下
約
二
年
歳
日
月
前
後
一
説
申
三

(5
)

時
上也
。

と
い
い
き

り
、
三
時
の
教
判
は
教
義
に
よ

っ
て
の
み
立
て
る
の
だ
と
い

う
説
を
明

ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
に
続
い
て
、
慈
恩

の
弟
。子

で

あ

る
慧
沼

(六
四
九
-
七

一

四
)
に
な
る
と
、
『成
唯
識
論
了
義
燈
』
の
巻
の

一
に

お

い

て
、
末
発

趣

・
発
趣

・
発
趣

一
切
乗
の
次
第
を
挙
げ
て
、
前
後

の
次
第
の
み
を
も

っ
て
三
時
を
決
判
す
る
の
で
は
な
く
、
更
に
義
類
相
従
し
て
三
時
と
す

(6
)

る
の
だ
と
説
き
、
「
一
に
前
後
に
約
し
、
二
に
義
類
に
約
す
」
と

三
説

併
存

の
立
場
を
示
す
に
至
る
。
し
か
し
慧
沼
の
複
雑
な
と
こ
ろ
は
、
更

に
後
半
の
巻
の
七
に
お
い
て
、

経
弁
二三
時
叩
非
レ約
二前
後
叩
但
以
レ類
相
従
。
有
為
二第

一
噸
空
為
二第
二
叩

(7
)

倶
為
二第
三
叩

と
述
べ
て
、
義
類
相
従
の
三
時
を
正
義
と
す
る
解
釈
を
示

す

点

に
あ

る
。
あ
る
い
は
慧
沼
の
真
意
は
義
類
相
従

の
面

に
あ

っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、

二
説
併
存
の
立
場
も
明
確
に
示
し
て

い
る
点
よ
り
、
後
世
、

種

々
に
論
義
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
中
国
で
の
展
開
を
受
け
て
日
本
で
は
、
三
時

の
解
釈
を
め

ぐ

っ
て
三
説
が
競
い
立

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第

一
は
唯
年
月
説
、
第
二

は
唯
義
類
説
、
第
三
は
兼
年
月
義
類
説
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
第
三
説

が
更
に
本
年
月
兼
義
類
説
と
本
義
類
兼
年
月
説

と
年
月
義
類
二
門
等
兼

説
に
分
か
れ
る
か
ら
、
結
局
五
説
が
競

い
立

っ
た
と
い
う

こ
と

に
な

る
。そ

も
そ
も
唯
年
月
説

と

は
、
『解
深
密
教
』

の

「
初

・
昔

・
今
」
の

文
と
、
『
成
唯
識
論
述
記
』

の

「
三
時
年
月

の
前
後
あ
り
」
と
い
う
文
、

更

に
は

『
了
義
燈
』

の

「
一
に
前
後

に
約
す
、

二
に
義
類
に
約
す
」
と

い
う
三
つ
の
明
文
に
よ

っ
て
成
立
し
た
説
で
、
平
安
期
か
ら
鎌
倉
期
に

(8
)

か
け
て
説
く
者

の
あ

っ
た
こ
と
が
良
算
の
作
と
推
定
し
う
る

『
深
密
三

時
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

有
人
云
唯
年
月
也
。
其
旨
如
前
。
但
釈
尊

一
代
化
不
定
姓
三
転
法
輪
。
…
…

初
標
初
昔
今
四
諦
隠
密
顕
了
三
転
法
輪
為
三
時
教
。
可
知
。
於
成
道
以
後
四

(9
)

十
余
年
時
分
大
分
為

三
段
也
。

…
…
対

一
類
根

本
所
化
弁
悟
解
時
分
故
也
。

と

あ

る
。

ま

た
室

町

期

の
興
基

(
一
四

一
〇
-

一
四
八
○
)
が

著

し

た

『
深

密

三
時

』

の
興

基

問

用
愚

案

の

一
文

に
も
、

一
度

二
説

キ
タ

マ
ハ
ハ
漸
機

ハ
遂

二
無
領
解

ニ
シ
テ
生
死

二
沈
輪

シ
テ

ハ
テ

ナ

マ
シ
。
中
道

ノ

一
理

ナ
ル
ヲ
年
月

ヲ

ヘ
テ
一三
度

二
説

キ
タ
マ
イ
タ

ル
如
来
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ノ
極
善
巧
故

二
、
今
至
深
密
法
華

等

ノ
会
座
悟
入

シ
テ
遂

二
当
作
仏

ノ
記
別

ヲ
得

タ
リ
。
此

ノ
徳

ヲ
顕
サ

ン
カ
タ

メ

ニ
置

ケ

ル
時

ノ
言
他
。

年
月

ノ
義
尤

(10
)

極
理
ヲ
得
タ
リ
。

と
説
か
れ

て
い
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、

唯
年
月
説
と
は
す
な
わ
ち
、
釈

尊
が
不
定
姓
の
者
を
化
す
る
に
あ
た

っ
て
最
初
に
阿
含
等
の
有
教
を
、

次
に
般
若
等
の
空
教
を
、
最
後

に
深
密
等
の
中
道
教
を
順
次
三
度
に
わ

た

っ
て
説
か
れ
た
点
を
重
視
し
て
立
て
ら
れ
た
説
で
あ
り
、
三
度
に
わ

け
て
法
が
説
か
れ
た
と
こ
ろ
に
如
来
の
善
巧
が
あ
る
と
し
て
、
年
月
の

次
第
に
こ
そ
如
来

の
本
意
が
よ
く
現
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
え
る
。

こ
の
唯
年
月
説
は
そ
の
後
、
鎌
倉
期

の
知
足

院

英

弘

(
一
一
六
〇
-

一

二二
二
-
?
)
や
喜
多
院
顕
範

(
一
三
四
五
-
?
)
ら
に
よ

っ
て
引

き

続
き
支
持

さ
れ
た
こ
と
が
興
基

の

『
深
密
三
時
』
な
ど
か
ら
確
か
め
ら

れ
る
が
、

こ
の
説
の
特
色
は
何
と
い

っ
て
も

『解
深
密
経
』
等

の
明
文

を
根
拠
に
、
経
論
疏
の
明
文
に
背
か
な
い
正
判
で
あ
る
と
主
張
す
る
と

こ
ろ
に
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
唯
義
類
説
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
主
に

『
了
義
燈
』
の
巻
七
の
明

文

に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
説
で
あ
る
。
こ
の
説
を
説
く
者
に
平
安
期
の

善
珠

(七
三
一三
ー
七
九
七
)
が
い
る
。
彼
は

『唯
識
義
燈
増
明
記
』
の
中

で
、問

。
今
云
前
後
者
。
為
義
前
後
。
為
時
前
後
。
答
。
此
義
前
後
。
非
是
年

(
11
)

月
。

と
い
っ
て
、
唯
年
月
説
の
根
拠
と
な

っ
た

『
了
義
燈
』
の

「
一
に
前
後

に
約
す
」
の
文
を
釈
し
て
、
義

の
前
後
で
あ
り
、
年
月
で
は
な
い
と
明

確

に
い
い
き
り
、
更
に
道
理
に
よ

っ
て
三
時
を
立
て
る
こ
と
、
義
類
相

従
し
て

『華
厳
』
を
第
三
時
に
摂
め
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
た
の
で
あ

る
。
ま
た
、
鎌
倉
期
に
編
纂
さ
れ
た

『成
唯
識
論
同
学
砂
』

の

「深
密

三
時
」
も
ま
た
唯
義
類
説
を
正
義
と
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
は

不
定
姓
人
。
帰
-於
仏
法
一。
智
解
浅
深
三
時
悟
異
。
此
所
悟
教
。
有
空
中
義
理

浅
深
也
。
如
来
設
有
空
中
次
第
以
二法
浅
深
叩
為
二其
差
別
叩
依
二昼
夜
月
時

(
12
)

年
殉
非
立
二三
時
叩

と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
不
定
姓

の
者
が
仏
法
に
帰
す
る
と
き

に
智
解
に
浅
深
が
生
じ
、
そ
こ
で
如
来
が
有

・
空

・
中
の
法
の
浅
深
を

設
け
ら
れ
た
の
が
三
時
の
本
意
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
な
る
と

『解
深
密
経
』

の

「
初

・
昔

・
今
」
の
咀
文

は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
難
が
こ
こ
で
生
じ
る

こ
と
と
な
る
。
こ
れ
に

対
し
て
唯
義
類
論
者
は
、

相
伝
云
初
昔
今
者
指
義
三
時
相
当
年
月
也
。
即

一
代
初
中
後
也
。

一
時
第
二

時
第
三
時
者
有
空
中
義
三
時
也
。
四
諦
隠
密
顕
了
転
法
輪
者
正
弁
三
時
体
顕

(
13
)

三
重
浅
深
義
理
也
。

と

述
べ
、
初

・
昔

・
今
の
三
文
字
は
義

の
三
時

に
相
当
す
る
年
月
を
い

う

の
で
あ
り
、
ま
た

一
時

・
三
時

・
三
時

の
文

字
に
つ
い
て
は
有

・
空

・
中

の
義

の
三
時
で
あ
る
と
釈
し
、
更

に
四
諦

・
隠
密

・
顕
了

の
転
法

輪

の
相
を
三
重
の
浅
深
の
義
理
で
あ
る
と

し

て
、
『解
深
密
経
』
所
説

三
時
教
判
の
展
開

(楠
)

-303-



三
時
教
判
の
展
開
 (楠
)

の
三
時
が
全
く

「
義
の
三
時
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
論
じ

た

の

で
あ

る
。こ

の
よ
う
に
、
経
文
に
説
か
れ
る
年
月
の
明
文
に
対
す
る
会
通
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
弱
点
は
あ

っ
た
と
し
て
も
、
唯
義
類
説
は
唯
年
月

説
と
は
違

っ
て
、
摂
教
未
尽
と
い
う
難
点
の
な
い
、
す
べ
て
の
教
え
を

網
羅
し
た
全
備
の
判
で
あ

っ
た
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

次
に
兼
年
月
義
類
説

で
あ
る
が
、

こ
れ
は

『
了
義
燈
』
の

「
一
に
前

後
に
約
す
、

二
に
義
類

に
約
す
」
と
い
う
文
を
も
と
に
成

立

し

た

説

で
、
良
算

の

『深
密
三
時
』
に
は
、
「義
類
と
年
月
を
兼
ね
る
は
子

嶋

(
14
)

伝
な
り
」
と
い
っ
て
、
兼
年
月
義
類
説
が
平
安
中
期
の
子
嶋

の
真

興

(九
一三
三
-

一
〇
〇
四
)
の
発
案
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

こ
れ
を
受
け
て
後
世
、
兼
年
月
義
類
説
は
更
に
細
か
く
本
年
月
兼
義

類
説

・
本
義
類
兼
年
月
説

・
年
月
義
類

二
門
等
兼
説

の
三
説
に
分
か
れ

る
。
良
算

の

『
深
密
三
時
』
に
は
、

こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
、

燈
第

一
云
此
有
二
義
。

一
約
前
後
。
二
約
義
類
。
云
々
。
既
兼
取
二
門
。
誰

隠
一
辺
哉
。
此
義
中
更
有
三
義
。

一
云
錐
兼
三
年
月
為
本
。
対
漸
機
有
年
月

次
悟
解
義
理
故
。
三
云
義
類
為
本
。
三
時
領
解
依
義
理
起
故
。
其
義
理
年
月

相
当
悟
解
前
後
。
故
兼
年
月
也
。
正
依
義
理
建
立
三
時
。
三
云
等
並
取

三

門
。
全
無
傍
正
。
前
三
義
所
立
道
理
必
然
故
。
先
師
上
人
云
唯
義
類
伝
相
取

本
義
也
。
難
目
久
存
之
後
義
類
為
本
傍
兼
年
月
又
在
之
。
近
年
猶
改
存
等
兼

(
15
)

三
門
義
。

と
述
べ
、
三
説
の
概
要
を
明
確
に
説
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
引

文

の
中
に

「
先
師
上
人
」
と
い
う
呼
称
が
み
ら
れ
る
が
、
本
書

の
他
の

箇
所
か
ら
こ
の
人
物
が

『
尋
思
砂
』
の
作
者
で
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

る
か
ら
、

こ
れ
は
明
ら
か
に
良
算

(生
没
年
代
不
詳
)
の
師
匠
で
あ
る
貞

慶

(
一
一
五
五
-

一
二
一
三
)
の
こ
と
を
さ
し
て

い
る
。
と
す
れ
ば
、
貞
慶

は
当
初
、
唯
義
類
の
説
を
正
義
と
し
て
取

っ
て

い
た
が
、
後
に
本
義
類

兼
年
月
説
に
あ
ら
た
め
、
更
に
は
年
月
義
類

二
門
等
兼
説
に
変
更
し
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
三
時
教
判
が
各
人
師
に
お
い
て
種

々
に
検
討
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
好
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
兼
年
月
義
類
説
1

な
か
で
も
年
月
義
類
二
門
等
兼
説
1

が
、
道
理
を
追
求
し
て
い
っ
た

結
果
あ
ら
わ
れ
て
き
た
説
で
あ

っ
た
こ
と
を
物

語

っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
貞
慶
お
よ
び
弟
子
の
良
算
、
孫
弟
子
の
良
遍

(
一
一
九
四
-

一
三
五

二
)
な
ど
が
兼
年
月
義
類
説
の
支
持
者
で
あ

っ
た
。

そ
も
そ
も
、
兼
年
月
義
類
説
と
は
、
機
根
の
熟
す
る
に
は
年
月
の
経

過
が
あ
り
、
年
月
の
経
過
に
は
悟
り
の
浅
深
が
必
ず
と
も
な
う
と
い
う

点
よ
り
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
、
良
遍
の

『
観
心
覚
夢
砂
』
に
は
、

如
レ此
以
二其
義
理
浅
深
叩
随
レ機
説
時
。
自
経
二年
月
一前
後
次
第
。
取
二此
所
レ

経
年
月
之
時
一以
為
二名
号
叩
号
三
時
教
。
故
尋
二
由
来
一義
理
浅
深
。
論
二其

(16
)

名
号
一年
月
次
第
。

と
年
月
と
義
理
と
が
相
兼
ね
あ
う
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
年
月

義
類
説
は
、
『覚
夢
妙
』

の
こ
の
記
述
に
よ
っ
て
良
遍
の
案
と
み

な

さ

れ
る
傾
向
に
あ
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
前
記
の
如
く
子
嶋

の
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真
興
が
案

出
し
、
貞
慶

・
良
算
ら
に
よ

っ
て
発
展
を
み
た
説
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
貞
慶
は

『述
記
』
の

「
機
と
理
と
に
約
し
て
漸
教
法
門
以

て
三
時
を
弁
ず
」
の
文
を
も
と
に
、

今
疏
云
此
約
機
理
漸
教
法
門
以
弁
三
時
云
云
 
釈
三
時
廃
立
此
文
尽
理
。
約

機
年
月
前
後
有
次
第
従
浅
至
深
。
約
理
空
有
道
理
単
重
有
異
義
。
…
…
約
機

(
17
)

是
竪
廃
立
也
。
約
理
是
横
摂
収
也
。

と
い
っ
て
、
機
に
約
せ
ば
年
月
の
次
第
が
あ
り
、
理
に
つ
い
て
い
え
ば

義
類
と
な
る
と
い
い
、
「
竪
の
廃
立
」
「横

の
摂
収
」
と
い
う
解
釈
を
示

し
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
、
良
算
も
こ
れ
を
受
け
て

機
熟
先
後
。
其
先
、後
悟
必
浅
深
也
。
如
次
顕
理
浅
深
也
。
其
浅
深
之
次
必
先

後
而
顕
。
是
以
依
機
以
年
月
為
本
兼
義
理
。
依
理
以
義
類
為
先
兼
年
月
也
。

(
18
)

離
此
二
辺
全
不
可
立
三
時
。

と
述
べ
て
い
る
。
わ

ま
り
兼
年
月
義
類
説
は
、
機
と
理
と
に
就
い
て
年

月
ど
義
類
と
の
道
理
を
論
ず
る
と
こ
ろ
に
、
必
然
的
に
あ
ら
わ
れ
て
き

た
説
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
良
遍
は
こ
れ
を
受
け
て

「
由

来
は
義
理
、
名
号
は
年
月
」
と
判
じ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
こ
の
兼
年
月
義
類
説
は
、
釈
尊
の
本
意
は
義
類
に
あ

る
が

『
解
深
密
経
』
に
示
さ
れ
る

「
初

・
昔

・
今
」
等
の
明
文
も
動
か

し
難
い
真

実
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
道
理
に
叶
う
と
し
た
と
こ
ろ
よ
り
示

さ
れ
た
も

の
と
い
え
る
。
そ

【れ
が
更
に
年
月
を
重
視
す
る
か
、
義
類
を

重
視
す
る
か
、
平
等
と
み
る
か
で
、
如
上
の
三
説

に
分
か
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
,
 
 
 

る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
計
五
説
に
も
及
ぶ
三
時

の
解
釈
が
成

立

し

た

の

は
、
三
時

の
説
が
唯
識
思
想
を
規
定
し
意
義
づ
け
る
重
要
な
教
判
で
あ

っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
と
に
三
時
の
判
を
め
ぐ

っ
て
天
台
宗

の
最
澄

・
三
輪
宗
の
道
詮

・
華
厳
宗
の
慧
苑
ら

の
論
難
の
あ

っ
た
こ
と

(
19
)

が

『
同
学
砂
』
の
記
述
な
ど
か
ら
知
ら
れ
、
そ
れ
だ
け
に
三
時

の
解
釈

を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
が
あ

っ
た
よ
う
で
で
あ
る
。

し
か
し
、
三
時
の
解
釈
も
ま
た
こ
の
宗
の
性
格
上
、

こ
れ
が
正
し
い
と

い
う
決
択
は
つ
い
に
つ
か
ず
、
平
安

・
鎌
倉

・
室
町
と
す

ぎ

て

も

な

お
、
各
人
各
様
の
三
時
説
が
成
り
立

っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
唯
識
が
常

に
生
き
た
思
想
と
し
て
研
鑛
さ
れ
続
け
て
き
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
三
時
教
判
も
ま
た
、
唯
識
思
想
が
決
し
て
固
定
化
さ
れ
る
こ
と
な

く
研
鐙
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る

一
つ
の
好
例
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。

1
 
大
正
一
六
・
六
九
七
・
上
-
下
。

2
 
大
正
四
三
・
二
三
〇

・
上
。

3
 
大
正
四
五
・
三
四
九
・
上
。
他
に

『法
華
玄
賛
』
や

『
説
無
垢
称
経

疏
』
・
『唯
識
二
十
論
述
記
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

4
 
大
正
三
七
・
三
三
三〇

・
下
。

5
 
卍
続
蔵
経
三
四
・
二
九
八
・
左
上
。

6
 
大
正
四
三
・
六
六
〇

・
下
。

7
 
大
正
四
三
・
七
九
一
・
上
。

8
 
本
書

『深
密
三
時
』
は

「愚
草
」
と
あ
る
の
み
で
良
算
の
名
は
明
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
「上
人
御
義
、
尋
思
紗
に
広
く
記
さ
る
」
な
ど
と
貞
慶

の
師
説
を
拠
り
所
と
し
て
多
用
す
る
点
、
そ
の
用
い
方
、
な
ら
び
に
文
体

三
時
教
判
の
展
開
 
(楠
)
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三
時
教
判
の
展
開
 (楠
)

等
が
良
算

の
他

の
書
で
あ

る

『
転
識
頼
耶
短
釈
』
や

『
同
学
紗
』
と

一
致

す
る
点
。
あ

る
い
は
、
『
同
学
砂

』
で
は
貞
慶

の
こ
と
を

没

年

(建
暦

三

年

=
建
保
元
年

=
一
三

一
三
)

以
降

「先
師

上
人
」
と
呼
称

し

て

い

る

が
、

本
書
で
も
そ
の
中
奥
書

に

「
先
年

の
比
、

案
じ

て
此

の
義
を
得

畢
わ

る
。
建
保
四
年

(
一
三

一
六
)
春

の
比
、
東

宝
御
房

に
於

い
て
此

の
義
を

申
す
也
」

と
あ

っ
て
、
文
中

の

「
先
師
上
人
」
が

や
は
り
貞
慶
没
後

の
呼

称
で
あ
る
点

な
ど
、

し
ば
し
ば

一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
で

こ
の
書
を

良
算

の
も

の
と
推
定

し
た
。

9
 

大
谷
大
学
蔵

『
南
都
論
草
』
所
収

の
愚
草

『
深
密

三
時
』
。

10
 
大
谷

大
学
蔵

『
南
都
論
草
』
所
収

の
興

(基
)

草

『
深
密

三
時
』
。

11
 
大
正
六
五

・
三
三
六

・
上
。

12
 
大
正
六
六

・
一
〇

・
中
。

13
 
愚
草

『
深
密

三
時
』
所
収

の
相
伝

の
義

(
大
谷

大

学

所

蔵

『
南
都
論

草
』
所
収
)
。

14
15
 

愚
草

『
深
密

三
時
』
(
大
谷
大
学
所
蔵

『
南
都
論
草
』
所
収
)
。

16
 

日
蔵
六
四

・
八
一
一
・
上
-
下
。

17
18
 

愚
草

『
深
密

三
時
』
(
大
谷
大
学
所
蔵

『
南
都
論
草
』
所
収
)
。

19
 

「
義
理
の
次
第
を
成
ず
れ
ば
、

北
岳
最
澄

・
三
論
道

詮

・
華

厳

恵

苑

等
、
自
宗

の
義
本
経

の
文

に
違
す
と

難

ず
、

云

々
。」
と

『
同
学
紗

(
大

正
六
六

・
一
〇

・
下
)

に
あ
る
。

ま
た
、
良
算

の

「
愚
草
」

に
も
み
ら
れ

る
。

<
キ

ー
ワ
ー
ド
>
 

三
時
教
判
、

慈
恩

大
師
基
、

貞
慶
、

良
算
、

良
遍

(龍
谷
大
学
講
師
)
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